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第３次健康ふちゅう２１及び府中市食育推進計画の位置付けと計画期間 

 

 

第３次健康ふちゅう２１は、健康増進法第８条第２項に規定される市町村健康増進

計画として、第３次府中市食育推進計画は、食育基本法第 18条に規定される市町村

食育推進計画として位置付けています。 

本市の総合計画をはじめ、福祉計画が横断的につないでいる関連計画（地域福祉計

画・地域のまちづくり推進計画等）、その他の計画との整合・連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康日本２１（第二次） 

食育推進基本計画 

国 

東京都食育推進計画 

東京都健康推進 

プラン２１（第二次） 

東京都保健医療計画 
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福祉計画 

地域福祉計画・ 
福祉のまちづくり推進計画 

子ども・子育て支援計画 

自殺総合対策計画 

障害者計画・ 
障害福祉計画 

高齢者保健福祉計画・ 
介護保険事業計画 

 

第 6次総合計画 

府中市 

その他の計画等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 
・ 
・ 

 

連携 

計画の位置付け 

 

国民健康保険護憲事業実施計画 

学校教育プラン 

農業振興計画 

子どもの未来応援基本方針 
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第３次健康ふちゅう２１及び第３次府中市食育推進計画は、令和３年度から令和８

年度までの６年間を計画期間とします。目標の達成状況や社会情勢の変化などに応じ

て見直しを行い、効果的な施策を展開していきます。 
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国 健康日本２１（第二次）             

 食育推進基本計画             

都 東京都健康推進プラン２１(第二次)             

 東京都食育推進計画             

市 総合計画             

 福祉計画             

 地域福祉計画             

 福祉のまちづくり推進計画             

 高齢者保健福祉計画             

 介護保険事業計画             

 障害者計画             

 障害福祉計画             

 子ども・子育て支援計画             

 自殺総合対策計画             

 健康ふちゅう２１             

 食育推進計画             
 

平成 25年度～ 

計画の期間 

資料２ 

 

平成 25年度～ 

 

後期基本計画 

（６年） 

（６年） 

（６年） 

（６年） 

（3年） （3年） 

（3年） （3年） 

（６年） 

（5年） 

（5年） 

（６年） 

（3年） （3年） 

（６年） 

（６年） 


